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報 第 ８ 号

損 害 賠 償 の 額 の 決 定 及 び 和 解 の 専 決 処 分 報 告

に つ い て

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １

項 の 規 定 に よ り 別 紙 の と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第 ２

項 の 規 定 に よ り 報 告 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 報 告

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



専 第 ５ 号

損 害 賠 償 の 額 の 決 定 及 び 和 解 に つ い て

損 害 賠 償 の 額 の 決 定 及 び 和 解 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

下 記 の と お り 専 決 処 分 す る 。

令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ７ 日

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

１ 損 害 賠 償 額 ６ ， １ １ ６ 円

２ 事 故 発 生 年 月 日 令 和 ８ 年 ５ 月 １ ４ 日

３ 事 故 発 生 場 所 富 士 宮 市 万 野 原 新 田 ３ ０ ９ ８ 番 ２

地 先

一 般 市 道 万 野 原 新 田 ６ ２ 号 線

４ 事 故 の 概 要 市 道 を 走 行 し て い た 相 手 方 車 両 が 、

路 面 の 穴 に タ イ ヤ を 落 と し 、 当 該 車

両 の 左 後 輪 の タ イ ヤ を 損 傷 し た も の

５ 損 害 賠 償 及 び

和 解 の 相 手 方

６ 和 解 事 項 今 後 、 本 件 に つ い て 裁 判 上 及 び 裁 判

外 に お い て 、一 切 の 請 求 を 行 わ な い 。



報 第 ９ 号

令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越

計 算 書 に つ い て

令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 一 般 会 計 補 正 予 算（ 第 ３ 号 ）第 ２ 条 、

令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ） 第 ２ 条 、

令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ５ 号 ） 第 ２ 条 、

令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ６ 号 ） 第 ２ 条 及

び 令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ７ 号 ） 第 ２ 条

の 繰 越 明 許 費 は 、 別 紙 の と お り 翌 年 度 に 繰 り 越 し た の で 、

地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ４ ６ 条

第 ２ 項 の 規 定 に よ り 報 告 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 報 告

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



令和７年度富士宮市一般会計繰越明許費繰越計算書

（単位：円）

款 項 事 業 名 金 額
翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入 特 定 財 源 未 収 入 特 定 財 源
一般財源

国・県支出金 市 債 その他 国・県支出金 市 債 その他

２総務費 １総務管理費

庁舎維持管理事業

庁舎特定天井改修
111,000,000 71,840,000 50,831,000 21,009,000

富士宮駅西駐輪場整備事業 84,000,000 84,000,000 32,000,000 43,200,000 8,800,000

富士市及び富士宮市共同電算

化事業

健康管理システム改修

戸籍附票システム改修

4,685,000 4,685,000 2,261,000 2,424,000

３民生費 ２児童福祉費
物価高対応子育て応援手当支

給事業
8,138,000 8,138,000 8,138,000

６農林水

産業費
１農業費

用排水路等維持改良事業

原用水路改修

羽鮒地区用水路浚渫

安居山用水路改良

27,000,000 18,370,000 5,000,000 13,370,000

市単独農道改良事業

村山２６号線舗装復旧
9,800,000 5,796,000 5,796,000



（単位：円）

款 項 事 業 名 金 額
翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入 特 定 財 源 未 収 入 特 定 財 源

一般財源
国・県支出金 市 債 その他 国・県支出金 市 債 その他

６農林水

産業費
２林業費

森林環境整備事業

しずおか林業再生プロジェ

クト推進事業費補助金

入山線改良

25,700,000 25,700,000 22,349,000 3,351,000

７商工費 １商工費

新稲子川温泉ユー・トリオ運営

事業

キャンプ場整備

31,960,000 31,960,000 22,000,000 9,960,000

西富士工場用地給水施設管理

事業

給水施設修繕

9,795,000 9,795,000 9,795,000

プレミアム付商品券事業 975,000,000 975,000,000 15,000,000 960,000,000

８土木費
２道路橋りょ

う費

市道維持補修事業

淀平町３号線側溝整備

黒田山本線歩道整備

59,320,000 55,846,000 22,000,000 16,200,000 17,646,000

市道新設改良事業

大塚弓沢線改良

青木和田線ほか２路線改良

西山安居山線改良

黒田山本線交差点改良

出水新梨線ほか１路線改良

北山１５７号線改良

111,100,000 89,255,000 15,000,000 15,000,000 59,255,000

無電柱化推進事業

粟倉外神線無電柱化整備
38,750,000 38,423,000 15,950,000 11,700,000 10,773,000



（単位：円）

款 項 事 業 名 金 額
翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入 特 定 財 源 未 収 入 特 定 財 源

一般財源
国・県支出金 市 債 その他 国・県支出金 市 債 その他

８土木費

３河川費

水門等管理事業

神田川流域６号ほか１水門

改修

25,260,000 25,260,000 7,500,000 14,900,000 2,860,000

河川等維持改良事業

源道寺町６４号河川改良

清水川護岸改良

慈眼寺沢改修

拾石沢護岸改修

94,000,000 57,870,000 35,000,000 22,870,000

４都市計画費

都市計画道路整備事業

田中青木線整備
38,969,000 38,969,000 38,969,000

富士宮駅前広場等施設整備事

業

錦町１号線歩道整備

富士宮駅前広場待合所建設

富士宮駅前広場階段改修

155,550,000 130,580,000 33,910,000 65,700,000 30,970,000

都市公園等整備事業

城山公園整備

緑の基本計画改定

明星山公園整備

外神東公園整備

101,490,000 100,981,000 18,600,000 16,700,000 65,681,000

白糸自然公園整備事業

屋外ステージ整備
19,000,000 19,000,000 19,000,000



（単位：円）

款 項 事 業 名 金 額
翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入 特 定 財 源 未 収 入 特 定 財 源

一般財源
国・県支出金 市 債 その他 国・県支出金 市 債 その他

９消防費 １消防費

消防ポンプ自動車等購入事業

山岳救助車購入

第５分団消防ポンプ自動車

購入

第８分団消防ポンプ自動車

購入

大型水槽付き消防ポンプ自

動車Ⅱ型購入

166,394,000 166,394,000 10,000,000 60,800,000 95,594,000

消防団詰所整備事業

第２１分団（猪之頭）統合詰

所建築

140,000,000 140,000,000 140,000,000

防災用施設・資機材等整備事業

防災倉庫建設
27,000,000 16,440,000 6,333,000 10,107,000

10教育費６社会教育費

文化財保存・管理事業

白糸ノ滝景観保全エリア駐

車場整備

白糸ノ滝景観保全エリア草

刈等維持管理

白糸ノ滝景観保全エリア転

落防止柵設置

白糸ノ滝景観保全エリア植

栽

54,650,000 44,250,000 41,300,000 2,950,000

（仮称）郷土史博物館事業 14,803,000 14,803,000 7,000,000 7,803,000

計 2,333,364,000 2,173,355,000 136,480,000 1,156,052,000 446,200,000 434,623,000



報 第 １ ０ 号

令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計

算 書 に つ い て

令 和 ７ 年 度 に お い て 、 富 士 宮 市 水 道 事 業 会 計 予 算 を 別 紙

の と お り 翌 年 度 に 繰 り 越 し た の で 、 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和

２ ７ 年 法 律 第 ２ ９ ２ 号 ） 第 ２ ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 報 告

す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 報 告

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



令和７年度富士宮市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

（単位：円）

款 項 事 業 名 予算計上額
支払義務

発 生 額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

翌年度繰越額に

係る繰越を要す

るたな卸資産の

購入限度額

説 明建設改良

積 立 金
工事負担金

損益勘定

留保資金

１資本的

支出

１建設改

良費

水道施設改良事業

水椚水源管理棟給

排気設備制御盤等

更新

棚坂配水池緊急遮

断弁更新

水椚水源ほか１０

箇所遠方監視制御

装置更新

新水源浄水処理検

討業務

173,000,000 167,000,000 54,776,157 112,223,843 6,000,000

資材の調達に日数を要したた

め

水椚水源管理棟給排気設備

制御盤等更新

（完了 令和８年５月）

棚坂配水池緊急遮断弁更新

（完了予定 令和８年６月）

事業実施に当たり、関係者との

調整に日数を要したため

水椚水源ほか１０箇所遠方監

視制御装置更新

（完了 令和８年５月）

浄水試験及び手法の検討に日数

を要したため

新水源浄水処理検討業務

（完了予定 令和８年６月）



単位：円）

款 項 事 業 名 予算計上額
支払義務

発 生 額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

翌年度繰越額に

係る繰越を要す

るたな卸資産の

購 入 限 度 額

説 明建設改良

積立金
工事負担金

損益勘定

留保資金

老朽管布設替事業

大久保地内導水管

布設替

精進川地内配水管

布設替

椿沢送水管布設替

200,000,000 177,000,000 177,000,000 23,000,000

工事箇所を追加する必要が生

じたため

大久保地内導水管布設替

精進川地内配水管布設替

（完了 令和８年５月）

椿沢送水管布設替

（完了予定 令和８年７月）

合 計 373,000,000 344,000,000 231,776,157 112,223,843 29,000,000



報 第 １ １ 号

令 和 ７ 年 度 富 士 宮 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越

計 算 書 に つ い て

令 和 ７ 年 度 に お い て 、 富 士 宮 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 を 別

紙 の と お り 翌 年 度 に 繰 り 越 し た の で 、 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭

和 ２ ７ 年 法 律 第 ２ ９ ２ 号 ） 第 ２ ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 報

告 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 報 告

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



令和７年度富士宮市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

（単位：円）

款 項 事 業 名 予算計上額
支払義務

発 生 額

翌 年 度

繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額

翌年度繰越額に

係る繰越を要す

るたな卸資産の

購入限度額

説 明
国庫補助金 企 業 債

損益勘定

留保資金

１資本的

支出

１建設改

良費

国庫補助公共下水道

整備事業

小泉１号幹線枝線

管路新設

管路施設修繕改築

計画策定

157,380,000 65,571,000 82,605,000 37,300,000 22,300,000 23,005,000 9,204,000

岩盤の影響により、掘削作業

に日数を要したため

小泉１号幹線枝線管路新設

（完了 令和８年４月）

管路調査により、計画に反映

すべき管路が増加したため

管路施設修繕改築計画策定

(完了 令和８年５月）

合 計 157,380,000 65,571,000 82,605,000 37,300,000 22,300,000 23,005,000 9,204,000



議 第 ３ ６ 号

富 士 宮 市 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 利 子 補 給 基 金

条 例 を 廃 止 す る 条 例 制 定 に つ い て

富 士 宮 市 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 利 子 補 給 基 金 条 例 を 廃 止

す る 条 例 を 別 紙 の と お り 制 定 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



富 士 宮 市 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 利 子 補 給 基 金 条 例 を 廃 止 す

る 条 例

富 士 宮 市 経 済 変 動 対 策 貸 付 資 金 利 子 補 給 基 金 条 例 （ 令 和 ３ 年 富 士 宮 市

条 例 第 ８ 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



議 第 ３ ７ 号

富 士 宮 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金

条 例 を 廃 止 す る 条 例 制 定 に つ い て

富 士 宮 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金 条 例 を 廃 止

す る 条 例 を 別 紙 の と お り 制 定 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



富 士 宮 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金 条 例 を 廃 止 す

る 条 例

富 士 宮 市 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金 条 例 （ 令 和 ２ 年 富 士 宮 市

条 例 第 １ ９ 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



議 第 ３ ８ 号

富 士 宮 市 手 数 料 条 例 及 び 富 士 宮 市 印 鑑 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 制 定 に つ い て

富 士 宮 市 手 数 料 条 例 及 び 富 士 宮 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 を 別 紙 の と お り 制 定 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



富 士 宮 市 手 数 料 条 例 及 び 富 士 宮 市 印 鑑 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例

（ 富 士 宮 市 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 １ 条 富 士 宮 市 手 数 料 条 例 （ 昭 和 ３ ０ 年 富 士 宮 市 条 例 第 ５ １ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

「

「

１ 件 に つ き 300円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 （ 行 政 手 続 に お

け る 特 定 の 個 人 を

識 別 す る た め の 番

号 の 利 用 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 2 5年

法 律 第 2 7号 ） 第 ２

条 第 ７ 項 に 規 定 す

る 個 人 番 号 カ ー

ド 、 出 入 国 管 理 及

び 難 民 認 定 法 （ 昭

和 2 6 年 政 令 第 3 1 9

号 ） 第 1 9条 の 1 5の

２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 特 定 在 留 カ ー ド

又 は 日 本 国 と の 平

和 条 約 に 基 づ き 日

本 の 国 籍 を 離 脱 し

た 者 等 の 出 入 国 管

理 に 関 す る 特 例 法

（ 平 成 ３ 年 法 律 第

7 1号 ） 第 1 6条 の ２

第 １ 項 に 規 定 す る

特 定 特 別 永 住 者 証

明 書 で あ っ て 、 電

子 署 名 等 に 係 る 地

方 公 共 団 体 情 報 シ

ス テ ム 機 構 の 認 証

業 務 に 関 す る 法 律

（ 平 成 1 4年 法 律 第

153号 。以 下 こ の 表

に お い て 「 公 的 個

人 認 証 法 」 と い

う 。）第 22条 第 １ 項

に 規 定 す る 個 人 番

号 カ ー ド 用 利 用 者

証 明 用 電 子 証 明 書

が 記 録 さ れ た も の

別 表 第 １ 中

１ 件 に つ き 300円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

（行政手続における

特 定 の 個 人 を 識 別

す る た め の 番 号 の

利 用 等 に 関 す る 法

律 （ 平 成 2 5年 法 律

第 2 7号 ） 第 ２ 条 第

７ 項 に 規 定 す る 個

人 番 号 カ ー ド で あ

っ て 、 電 子 署 名 等

に 係 る 地 方 公 共 団

体 情 報 シ ス テ ム 機

構 の 認 証 業 務 に 関

す る 法 律 （ 平 成 1 4

年 法 律 第 153号 。以

下 こ の 表 に お い て

「 公 的 個 人 認 証

法 」と い う 。）第 22

条 第 １ 項 に 規 定 す

る 個 人 番 号 カ ー ド

用 利 用 者 証 明 用 電

子 証 明 書 が 記 録 さ

れ た も の を い う 。

以 下 こ の 表 に お い

て 同 じ 。） を 利 用

し 、 多 機 能 端 末 機

（ 本 市 の 電 子 計 算

機 と 電 気 通 信 回 線

で 接 続 さ れ た 多 機

能 端 末 機 を い う 。

を に 、



以 下 こ の 表 に お い

て 同 じ 。） か ら 自 動

的 に 交 付 を 受 け る

場 合 に あ っ て は 、１

件 に つ き 200円 ）

を い う 。 以 下 こ の

表 に お い て 同 じ 。）

を 利 用 し 、 多 機 能

端 末 機 ( 本 市 の 電

子 計 算 機 と 電 気 通

信 回 線 で 接 続 さ れ

た 多 機 能 端 末 機 を

い う 。 以 下 こ の 表

に お い て 同 じ 。)か

ら 自 動 的 に 交 付 を

受 け る 場 合 に あ っ

て は 、 １ 件 に つ き

200円 ）

」

」

「 「

１ 件 に つ き 300円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

又 は 移 動 端 末 設 備

（ 電 気 通 信 事 業 法

（ 昭 和 59年 法 律 第

86号 ）第 12条 の ２ 第

４ 項 第 ２ 号 ロ に 規

定 す る 移 動 端 末 設

備 で あ っ て 、公 的 個

人 認 証 法 第 35条 の

２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 移 動 端 末 設 備 用

利 用 者 証 明 用 電 子

証 明 書 が 記 録 さ れ

た も の を い う 。） を

利 用 し 、多 機 能 端 末

機 か ら 自 動 的 に 交

付 を 受 け る 場 合 に

あ っ て は 、１ 件 に つ

き 200円 ）

を

１ 件 に つ き 300円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 又 は 移 動 端 末 設

備（ 電 気 通 信 事 業 法

（ 昭 和 59年 法 律 第

86号 ）第 12条 の ２ 第

４ 項 第 ３ 号 ロ に 規

定 す る 移 動 端 末 設

備 で あ っ て 、公 的 個

人 認 証 法 第 35条 の

２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 移 動 端 末 設 備 用

利 用 者 証 明 用 電 子

証 明 書 が 記 録 さ れ

た も の を い う 。） を

利 用 し 、多 機 能 端 末

機 か ら 自 動 的 に 交

付 を 受 け る 場 合 に

あ っ て は 、１ 件 に つ

き 200円 ）

に 改 め る 。

」 」

（ 富 士 宮 市 印 鑑 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 ２ 条 富 士 宮 市 印 鑑 条 例 （ 昭 和 ５ ３ 年 富 士 宮 市 条 例 第 ２ 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

第 １ ５ 条 第 ２ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

⑵ 印 鑑 登 録 者 が 個 人 番 号 カ ー ド 等 （ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人

を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２ ５ 年 法 律 第

２ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 カ ー ド 、 出 入 国 管 理 及



び 難 民 認 定 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 政 令 第 ３ １ ９ 号 ） 第 １ ９ 条 の １ ５ の ２

第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 在 留 カ ー ド 又 は 日 本 国 と の 平 和 条 約 に 基 づ

き 日 本 の 国 籍 を 離 脱 し た 者 等 の 出 入 国 管 理 に 関 す る 特 例 法 （ 平 成

３ 年 法 律 第 ７ １ 号 ） 第 １ ６ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 特 別 永 住

者 証 明 書 で あ っ て 、 電 子 署 名 等 に 係 る 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム

機 構 の 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ３ 号 。 以 下

「 公 的 個 人 認 証 法 」と い う 。）第 ２ ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 個 人 番 号

カ ー ド 用 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 が 記 録 さ れ た も の を い う 。 以 下

同 じ 。） 又 は 移 動 端 末 設 備 （ 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 ５ ９ 年 法 律 第

８ ６ 号 ） 第 １ ２ 条 の ２ 第 ４ 項 第 ３ 号 ロ に 規 定 す る 移 動 端 末 設 備 で

あ っ て 、 公 的 個 人 認 証 法 第 ３ ５ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 移 動 端 末

設 備 用 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 が 記 録 さ れ た も の を い う 。 以 下 同

じ 。）を 利 用 し 、専 用 の 端 末 機 に 自 ら 暗 証 番 号 の 入 力 そ の 他 必 要 な

操 作 を す る こ と に よ り 申 請 す る 方 法

第 １ ７ 条 中 「 個 人 番 号 カ ー ド 」 を 「 個 人 番 号 カ ー ド 等 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 富 士 宮 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

２ 富 士 宮 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ８ 年 富 士 宮 市 条 例

第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 １ の 改 正 規 定 を 次 の よ う に 改 め る 。

「

「

１ 件 に つ き 300 円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 （ 行 政 手 続 に お

け る 特 定 の 個 人 を

識 別 す る た め の 番

号 の 利 用 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 25年

法 律 第 27号 ） 第 ２

条 第 ７ 項 に 規 定 す

る 個 人 番 号 カ ー

ド 、 出 入 国 管 理 及

１ 件 に つ き 300 円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 （ 行 政 手 続 に お



別 表 第 １ 中

け る 特 定 の 個 人 を

識 別 す る た め の 番

号 の 利 用 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 25年

法 律 第 27号 ） 第 ２

条 第 ７ 項 に 規 定 す

る 個 人 番 号 カ ー

ド 、 出 入 国 管 理 及

び 難 民 認 定 法 （ 昭

和 26 年 政 令 第 319

号 ） 第 19条 の 15の

２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 特 定 在 留 カ ー ド

又 は 日 本 国 と の 平

和 条 約 に 基 づ き 日

本 の 国 籍 を 離 脱 し

た 者 等 の 出 入 国 管

理 に 関 す る 特 例 法

（ 平 成 ３ 年 法 律 第

71号 ） 第 16条 の ２

第 １ 項 に 規 定 す る

特 定 特 別 永 住 者 証

明 書 で あ っ て 、 電

子 署 名 等 に 係 る 地

方 公 共 団 体 情 報 シ

ス テ ム 機 構 の 認 証

業 務 に 関 す る 法 律

（ 平 成 14年 法 律 第

153号 。以 下 こ の 表

に お い て 「 公 的 個

人 認 証 法 」 と い

う。）第22条第１項

に 規 定 す る 個 人 番

号 カ ー ド 用 利 用 者

証 明 用 電 子 証 明 書

が 記 録 さ れ た も の

を い う 。 以 下 こ の

表 に お い て 同 じ 。）

を 利 用 し 、 多 機 能

端 末 機 ( 本 市 の 電

子 計 算 機 と 電 気 通

信 回 線 で 接 続 さ れ

た 多 機 能 端 末 機 を

い う 。 以 下 こ の 表

に お い て 同 じ 。)か

ら 自 動 的 に 交 付 を

受 け る 場 合 に あ っ

て は 、 １ 件 に つ き

を

び 難 民 認 定 法 （ 昭

和 26 年 政 令 第 319

号 ） 第 19条 の 15の

２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 特 定 在 留 カ ー ド

若 し く は 日 本 国 と

の 平 和 条 約 に 基 づ

き 日 本 の 国 籍 を 離

脱 し た 者 等 の 出 入

国 管 理 に 関 す る 特

例 法 （ 平 成 ３ 年 法

律 第 71号 ） 第 16条

の ２ 第 １ 項 に 規 定

す る 特 定 特 別 永 住

者 証 明 書 で あ っ

て 、 電 子 署 名 等 に

係 る 地 方 公 共 団 体

情 報 シ ス テ ム 機 構

の 認 証 業 務 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 14年

法 律 第 153号 。以 下

こ の 表 に お い て

「 公 的 個 人 認 証

法 」 と い う 。 ） 第

22条 第 １ 項 に 規 定

す る 個 人 番 号 カ ー

ド 用 利 用 者 証 明 用

電 子 証 明 書 が 記 録

さ れ た も の を い

う 。 以 下 こ の 表 に

お い て 同 じ 。 ） 又

は 移 動 端 末 設 備

( 電 気 通 信 事 業 法

( 昭 和 59 年 法 律 第

86 号 ) 第 12 条 の ２

第 ４ 項 第 ３ 号 ロ に

規 定 す る 移 動 端 末

設 備 で あ っ て 、 公

的 個 人 認 証 法 第 35

条 の ２ 第 1 項 に 規

定 す る 移 動 端 末 設

備 用 利 用 者 証 明 用

電 子 証 明 書 が 記 録

さ れ た も の を い

う 。 以 下 こ の 表 に

お い て 同 じ 。)を 利

用 し 、 多 機 能 端 末

機 ( 本 市 の 電 子 計



200円 ) 算 機 と 電 気 通 信 回

線 で 接 続 さ れ た 多

機 能 端 末 機 を い

う 。 以 下 こ の 表 に

お い て 同 じ 。 ) か

ら 自 動 的 に 交 付 を

受 け る 場 合 に あ っ

て は 、 １ 件 に つ き

200円 )

」

」

「

に 、
戸 籍 の 附 票 の 写 し

の 交 付

１ 件 に つ き 300円
を

」

「

戸 籍 の 附 票 の 写 し

の 交 付

１ 件 に つ き 300円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 又 は 移 動 端 末 設

備 を 利 用 し 、多 機 能

端 末 機 か ら 自 動 的

に 交 付 を 受 け る 場

合 に あ っ て は 、１ 件

に つ き 200円 ）

に 、

」

「

１ 件 に つ き 3 0 0円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 又 は 移 動 端 末 設

備（ 電 気 通 信 事 業 法

（ 昭 和 5 9 年 法 律 第

86号 ）第 12条 の ２ 第

４ 項 第 ３ 号 ロ に 規

定 す る 移 動 端 末 設

備 で あ っ て 、公 的 個

人 認 証 法 第 3 5 条 の

２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 移 動 端 末 設 備 用

利 用 者 証 明 用 電 子

証 明 書 が 記 録 さ れ

た も の を い う 。 ） を

利 用 し 、多 機 能 端 末

機 か ら 自 動 的 に 交

付 を 受 け る 場 合 に

あ っ て は 、１ 件 に つ

「

を

１ 件 に つ き 300 円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 又 は 移 動 端 末 設

備 を 利 用 し 、多 機 能

端 末 機 か ら 自 動 的

に 交 付 を 受 け る 場

合 に あ っ て は 、１ 件

に つ き 200円 ）

に 、

」



き 200円 ）

」

「

戸 籍 の 謄 本 若 し く

は 抄 本 又 は 戸 籍 証

１ 件 に つ き 4 5 0円
を

明 書 の 交 付

」

「

戸 籍 の 謄 本 若 し く

は 抄 本 又 は 戸 籍 証

明 書 の 交 付

１ 件 に つ き 4 5 0円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 又 は 移 動 端 末 設

備 を 利 用 し 、多 機 能

端 末 機 か ら 自 動 的

に 交 付 を 受 け る 場

合 に あ っ て は 、１ 件

に つ き 350円 ）

に 、

」

「

租 税 公 課 に 関 す る

証 明

１ 件 に つ き 3 0 0円
を

」

「

租 税 公 課 に 関 す る

証 明

１ 件 に つ き 3 0 0円

（ 個 人 番 号 カ ー ド

等 又 は 移 動 端 末 設

備 を 利 用 し 、多 機 能

端 末 機 か ら 自 動 的

に 交 付 を 受 け る 場

合 に あ っ て は 、１ 件

に つ き 200円 ）

に 改 め る 。

」



議 第 ３ ９ 号

富 士 宮 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 制 定

に つ い て

富 士 宮 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 紙 の と お り 制

定 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



富 士 宮 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

富 士 宮 市 税 条 例 （ 昭 和 ３ １ 年 富 士 宮 市 条 例 第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 ３ ４ 条 の ７ 第 ２ 項 中 「 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ２ 項 」 を 「 附 則 第 ５ 条 の ６

第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 」 に 改 め る 。

第 ３ ６ 条 の ２ 第 １ 項 た だ し 書 中「 及 び 第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 」を「 並

び に 第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 第 ４ 号 」 に 改 め る 。

第 ３ ６ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 除 き 、」 を 「 除 く 。 次 条 第 １ 項 第 ２

号 に お い て 同 じ 。）（ 」 に 改 め 、「 。 次 条 第 １ 項 に お い て 同 じ 」 を 削 り 、 同

条 第 ５ 項 中 「 次 条 第 ４ 項 」 を 「 次 条 第 ５ 項 」 に 改 め る 。

第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

次 に 掲 げ る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 公 的 年 金 等 受 給 者 」 と い う 。）

は 、 公 的 年 金 等 支 払 者 （ 所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る 申

告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き 同 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等 （ 以 下 こ の 項

に お い て 「 公 的 年 金 等 」と い う 。） の 支 払 者 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い

て 同 じ 。） か ら 毎 年 最 初 に 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る 日 の 前 日 ま で に 、

施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申

告 書 を 、 当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 を 経 由 し て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。

⑴ 所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 申 告

書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者

⑵ 法 の 施 行 地 に お い て 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の ７ の 規 定

の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。）の 支 払 を 受 け る 第 ２ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号

に 掲 げ る 者 で あ つ て 、 特 定 配 偶 者 （ 所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計 所 得

金 額 が ９ ０ ０ 万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。）の 自 己 と 生 計 を 一 に す る

配 偶 者 （ 合 計 所 得 金 額 が ９ ５ 万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。） を い う 。

次 号 及 び 次 項 第 ３ 号 に お い て 同 じ 。）（ 退 職 手 当 等 （ 第 ５ １ 条 の ２ に

規 定 す る 退 職 手 当 等 に 限 る 。以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。）に 係 る 所 得

を 有 す る 者 に 限 る 。）又 は 扶 養 親 族（ 年 齢 １ ６ 歳 未 満 の 者 又 は 控 除 対

象 扶 養 親 族 で あ つ て 退 職 手 当 等 に 係 る 所 得 を 有 す る 者 に 限 る 。）若 し



く は 特 定 親 族 （ 退 職 手 当 等 に 係 る 所 得 を 有 す る 者 で あ つ て 、 合 計 所

得 金 額 が ８ ５ 万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。） を 有 す る 者

⑶ 法 の 施 行 地 に お い て 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の ７ の 規 定

の 適 用 を 受 け る も の に 限 る 。）の 支 払 を 受 け る 第 ２ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号

に 掲 げ る 者 （ 当 該 年 中 に 支 払 を 受 け る べ き 当 該 公 的 年 金 等 の 額 が そ

の 年 最 初 に 当 該 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る べ き 日 の 前 日 の 現 況 に お

い て 令 第 ４ ８ 条 の ９ の ７ の ３ に 定 め る 金 額 に 満 た な い 者 を 除 く 。）で

あ つ て 、 障 害 者 、 寡 婦 若 し く は ひ と り 親 に 該 当 す る 者 又 は 特 定 配 偶

者 若 し く は 扶 養 親 族 （ 年 齢 １ ６ 歳 未 満 の 者 又 は 控 除 対 象 扶 養 親 族 に

限 る 。）若 し く は 特 定 親 族（ 合 計 所 得 金 額 が ８ ５ 万 円 以 下 で あ る も の

に 限 る 。） を 有 す る 者

第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 ５ 項 中 「 第 ３ 項 」 を 「 第 ４ 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同

条 第 ６ 項 と し 、 同 条 第 ４ 項 中 「 第 ４ ８ 条 の ９ の ７ の ３ 」 を 「 第 ４ ８ 条 の

９ の ８ 」に 改 め 、同 項 を 同 条 第 ５ 項 と し 、同 条 第 ３ 項 を 同 条 第 ４ 項 と し 、

同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」 を 「 第 １ 項 」 に 、「 法 第 ３ １ ７ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の

規 定 に よ る 申 告 書 に 」 を 「 同 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に 」 に 、「 法 第

３ １ ７ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 提 出 」 を 「 同 条 第 １ 項 の

規 定 に よ る 申 告 書 を 提 出 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ３ 項 と し 、 同 条 第 １ 項

の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 の 記 載 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

⑴ 公 的 年 金 等 支 払 者 の 名 称

⑵ 公 的 年 金 等 受 給 者 が 、 法 第 ３ １ ４ 条 の ２ 第 １ 項 第 ６ 号 に 規 定 す る

特 別 障 害 者 又 は そ の 他 の 障 害 者 に 該 当 す る 場 合 に は そ の 旨 及 び そ の

該 当 す る 事 実 並 び に 寡 婦 又 は ひ と り 親 に 該 当 す る 場 合 に は そ の 旨

⑶ 特 定 配 偶 者 の 氏 名

⑷ 扶 養 親 族 又 は 特 定 親 族 の 氏 名

⑸ そ の 他 施 行 規 則 で 定 め る 事 項

第 ６ １ 条 中 「 が 土 地 」 の 次 に 「 又 は 家 屋 」 を 加 え 、「 、 家 屋 に あ つ て は

２ ０ 万 円 」 を 削 り 、「 １ ５ ０ 万 円 」 を 「 １ ８ ０ 万 円 」 に 改 め る 。

附 則 第 ５ 条 中 「 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で 」 を 「 以 後 」 に 改 め る 。



附 則 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 中 「 令 和 ２ ０ 年 度 」 を 「 令 和 ２ ５ 年 度 」 に 、「 令

和 ７ 年 」 を 「 令 和 １ ２ 年 」 に 改 め る 。

附 則 第 ６ 条 の ４ 中 「 又 は 附 則 第 １ ９ 条 第 １ 項 」 を 「 、 附 則 第 １ ８ 条 の

３ 第 １ 項 又 は 附 則 第 １ ９ 条 第 １ 項 」 に 、「 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ２ 項 」 を 「 附

則 第 ５ 条 の ６ 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 ８ 条 の ２ 中 「 附 則 第 ７ 条 の ２ 第 ４ 項 」 の 次 に 「（ 法 附 則 第 ７ 条 の

３ 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。）」

を 加 え る 。

附 則 第 １ ６ 条 の ２ 第 ２ 項 中 「 附 則 第 ３ ４ 条 の ２ 第 ５ 項 」 を 「 附 則 第

３ ４ 条 の ２ 第 ６ 項 」 に 、「 附 則 第 ３ ４ 条 の ２ 第 １ ０ 項 」 を 「 附 則 第 ３ ４ 条

の ２ 第 １ ２ 項 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

４ 第 １ 項 （ 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 場 合 に お い て 、 所

得 割 の 納 税 義 務 者 が 、 租 税 特 別 措 置 法 第 ３ １ 条 の ２ 第 ２ 項 第 １ ３ 号 か

ら 第 １ ５ 号 ま で に 掲 げ る 土 地 等 の 譲 渡 に 該 当 す る も の を し た と き に お

け る そ の 譲 渡 を し た 土 地 等 が そ の 譲 渡 を し た 時 に お い て 地 す べ り 等 防

止 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 ３ ０ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 の 地 す べ り 防 止 区 域 、

急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ４ 年 法 律 第

５ ７ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 の 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 、 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等

に お け る 土 砂 災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ２ 年 法 律 第

５ ７ 号 ） 第 ９ 条 第 １ 項 の 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 又 は 特 定 都 市 河 川 浸 水

被 害 対 策 法 （ 平 成 １ ５ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ５ ６ 条 第 １ 項 の 浸 水 被 害 防

止 区 域 内 に あ る と き は 、 当 該 土 地 等 の 譲 渡 は 、 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 規

定 す る 優 良 住 宅 地 等 の た め の 譲 渡 又 は 確 定 優 良 住 宅 地 等 予 定 地 の た め

の 譲 渡 に 該 当 し な い も の と み な す 。

附 則 第 １ ８ 条 の ２ の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

（ 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 に 係 る 個 人 の 市 民 税 の 課 税 の 特 例 ）

第 １ ８ 条 の ３ 当 分 の 間 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 租 税 特 別 措 置

法 第 ３ ８ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 事 業 所 得 、 譲 渡 所 得 又 は 雑 所 得 を 有

す る 場 合 に は 、 当 該 事 業 所 得 、 譲 渡 所 得 及 び 雑 所 得 に つ い て は 、 第

３ ３ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 並 び に 第 ３ ４ 条 の ３ の 規 定 に か か わ ら ず 、 他



の 所 得 と 区 分 し 、 前 年 中 の 当 該 事 業 所 得 の 金 額 、 譲 渡 所 得 の 金 額 及 び

雑 所 得 の 金 額 と し て 令 附 則 第 １ ８ 条 の ６ の ４ で 定 め る と こ ろ に よ り 計

算 し た 金 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の

金 額 」と い う 。）に 対 し 、特 定 暗 号 資 産 に 係 る 課 税 譲 渡 所 得 等 の 金 額（ 特

定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 （ 次 項 第 １ 号 の 規 定 に よ り 読 み 替

え て 適 用 さ れ る 第 ３ ４ 条 の ２ の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 そ の 適 用

後 の 金 額 ）を い う 。）の １ ０ ０ 分 の ３ に 相 当 す る 金 額 に 相 当 す る 市 民 税

の 所 得 割 を 課 す る 。

２ 前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

⑴ 第 ３ ４ 条 の ２ の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 総 所 得 金 額 」 と

あ る の は 、「 総 所 得 金 額 、附 則 第 １ ８ 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 暗

号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」 と す る 。

⑵ 第 ３ ４ 条 の ６ か ら 第 ３ ４ 条 の ８ ま で 、 第 ３ ４ 条 の ９ 第 １ 項 、 附 則

第 ６ 条 第 １ 項 及 び 附 則 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

第 ３ ４ 条 の ６ 中 「 所 得 割 の 額 」 と あ る の は 「 所 得 割 の 額 及 び 附 則 第

１ ８ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 民 税 の 所 得 割 の 額 」 と 、 第 ３ ４ 条

の ７ 第 １ 項 前 段 、 第 ３ ４ 条 の ８ 、 第 ３ ４ 条 の ９ 第 １ 項 、 附 則 第 ６ 条

第 １ 項 及 び 附 則 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 中 「 所 得 割 の 額 」 と あ る の は 「 所

得 割 の 額 並 び に 附 則 第 １ ８ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 民 税 の 所 得

割 の 額 」 と 、 第 ３ ４ 条 の ７ 第 １ 項 後 段 中 「 所 得 割 の 額 」 と あ る の は

「 所 得 割 の 額 及 び 附 則 第 １ ８ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 民 税 の 所

得 割 の 額 の 合 計 額 」 と す る 。

⑶ 第 ３ ５ 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 又 は 山 林 所 得 金 額 」

と あ る の は 「 若 し く は 山 林 所 得 金 額 又 は 附 則 第 １ ８ 条 の ３ 第 １ 項 に

規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」と 、「 若 し く は 山 林

所 得 金 額 」 と あ る の は 「 、 山 林 所 得 金 額 若 し く は 附 則 第 １ ８ 条 の ３

第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」 と す る 。

⑷ 附 則 第 ４ 条 の ６ の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 １ 項 中 「 山 林 所

得 金 額 」 と あ る の は 「 山 林 所 得 金 額 並 び に 附 則 第 １ ８ 条 の ３ 第 １ 項

に 規 定 す る 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 」 と 、 同 条 第 ２ 項



中 「 所 得 割 の 額 」 と あ る の は 「 所 得 割 の 額 並 び に 附 則 第 １ ８ 条 の ３

第 １ 項 の 規 定 に よ る 市 民 税 の 所 得 割 の 額 」 と す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

第 １ 条 こ の 条 例 は 、 令 和 ９ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

⑴ 第 ６ １ 条 の 改 正 規 定 及 び 附 則 第 ３ 条 の 規 定 令 和 ９ 年 ４ 月 １ 日

⑵ 第 ３ ４ 条 の ７ 第 ２ 項 の 改 正 規 定 並 び に 附 則 第 ６ 条 の ４ の 改 正 規 定

（「 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ２ 項 」 を 「 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ３ 項 又 は 第 ４ 項 」

に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 附 則 第 ８ 条 の ２ の 改 正 規 定 及 び 附 則 第 １ ６

条 の ２ の 改 正 規 定 並 び に 次 条 第 ４ 項 の 規 定 令 和 １ ０ 年 １ 月 １ 日

⑶ 附 則 第 ６ 条 の ４ の 改 正 規 定（ 前 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。）及 び

附 則 第 １ ８ 条 の ２ の 次 に １ 条 を 加 え る 改 正 規 定 並 び に 次 条 第 ３ 項 及

び 第 ５ 項 の 規 定 金 融 商 品 取 引 法 及 び 資 金 決 済 に 関 す る 法 律 の 一 部

を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ８ 年 法 律 第 ● ● 号 ） の 施 行 の 日 の 属 す る 年 の

翌 々 年 の １ 月 １ 日

（ 市 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 ２ 条 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 富 士 宮 市 税 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い

う 。）第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 は 、こ の 条 例 の 施 行 の

日 以 後 に 支 払 を 受 け る べ き 公 的 年 金 等 に つ い て 提 出 す る 新 条 例 第 ３ ６

条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 支 払

を 受 け る べ き 公 的 年 金 等 に つ い て 提 出 し た こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 富

士 宮 市 税 条 例 第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

２ 新 条 例 附 則 第 ６ 条 の ３ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 は 、 市 民 税 の 所 得 割

の 納 税 義 務 者 が 令 和 ８ 年 １ 月 １ 日 以 後 に 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る

法 律 （ 令 和 ８ 年 法 律 第 １ ２ 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 所 得 税 法 等 改 正

法 」と い う 。）第 ７ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 租 税 特 別 措 置 法（ 昭 和 ３ ２

年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 ４ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 居 住 用 家 屋 （ 同 条 第 １ ６

項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 居 住 用 家 屋 と み な さ れ る 同 条 第



１ ６ 項 に 規 定 す る 特 例 居 住 用 家 屋 を 含 む 。）若 し く は 既 存 住 宅（ 同 条 第

１ ７ 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 既 存 住 宅 と み な さ れ る 同 条

第 １ ７ 項 に 規 定 す る 特 例 既 存 住 宅 及 び 同 条 第 ３ ５ 項 の 規 定 に よ り 同 条

第 １ 項 に 規 定 す る 既 存 住 宅 と み な さ れ る 同 条 第 ３ ５ 項 に 規 定 す る 要 耐

震 改 修 住 宅 を 含 む 。）若 し く は 増 改 築 等 を し た 家 屋（ 同 条 第 １ ７ 項 の 規

定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 増 改 築 等 を し た 家 屋 と み な さ れ る 同 条

第 １ ７ 項 に 規 定 す る 特 例 増 改 築 等 を し た 家 屋 を 含 み 、 当 該 増 改 築 等 又

は 当 該 特 例 増 改 築 等 に 係 る 部 分 に 限 る 。）又 は 同 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 認

定 住 宅 等 （ 同 条 第 １ ８ 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 認 定 住 宅

等 と み な さ れ る 同 条 第 １ ８ 項 に 規 定 す る 特 例 認 定 住 宅 等 を 含 む 。）を 同

条 第 １ 項 の 定 め る と こ ろ に よ り そ の 者 の 居 住 の 用 に 供 す る 場 合 に つ い

て 適 用 し 、 市 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 同 日 前 に 所 得 税 法 等 改 正 法

第 ７ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 租 税 特 別 措 置 法 第 ４ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 居 住 用 家 屋 （ 同 条 第 ２ ０ 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 居 住

用 家 屋 と み な さ れ る 同 条 第 ２ ０ 項 に 規 定 す る 特 例 居 住 用 家 屋 を 含 む 。）

若 し く は 既 存 住 宅 （ 同 条 第 ３ ５ 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る

既 存 住 宅 と み な さ れ る 同 条 第 ３ ５ 項 に 規 定 す る 要 耐 震 改 修 住 宅 を 含

む 。）若 し く は 増 改 築 等 を し た 家 屋（ 当 該 増 改 築 等 に 係 る 部 分 に 限 る 。）

又 は 同 条 第 １ ０ 項 に 規 定 す る 認 定 住 宅 等 （ 同 条 第 ２ １ 項 の 規 定 に よ り

同 条 第 １ ０ 項 に 規 定 す る 認 定 住 宅 等 と み な さ れ る 同 条 第 ２ １ 項 に 規 定

す る 特 例 認 定 住 宅 等 を 含 む 。）を 同 条 第 １ 項 の 定 め る と こ ろ に よ り そ の

者 の 居 住 の 用 に 供 し た 場 合 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 前 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 富 士 宮 市 税 条 例 附 則 第 ６ 条

の ４ の 規 定 は 、 同 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 及 び 第 ５ 項

に お い て「 ３ 号 施 行 日 」 と い う 。） の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 以 後 の 年 度 分

の 個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し 、 ３ 号 施 行 日 の 属 す る 年 度 分 ま で の 個

人 の 市 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

４ 前 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 富 士 宮 市 税 条 例 附 則 第 １ ６

条 の ２ 第 ４ 項 の 規 定 は 、 市 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 条 第 ２ 号 に

掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 行 う 同 条 例 附 則 第 １ ６ 条 の ２ 第 １ 項 の 土



地 等 の 譲 渡 に つ い て 適 用 す る 。

５ 前 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 富 士 宮 市 税 条 例 附 則 第 １ ８

条 の ３ の 規 定 は 、 ３ 号 施 行 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個

人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 す る 。

（ 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 ３ 条 附 則 第 １ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 富 士 宮 市 税 条 例

第 ６ １ 条 の 規 定 は 、 令 和 ９ 年 度 以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て 適

用 し 、 令 和 ８ 年 度 分 ま で の 固 定 資 産 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。



議 第 ４ ０ 号

富 士 宮 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 制 定 に つ い て

富 士 宮 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 紙 の と

お り 制 定 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



富 士 宮 市 介 護 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

富 士 宮 市 介 護 保 険 条 例 （ 平 成 １ ２ 年 富 士 宮 市 条 例 第 ２ ２ 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

（ 令 和 ８ 年 度 に お け る 前 年 度 非 課 税 者 に 係 る 保 険 料 の 減 免 ）

第 １ ７ 条 第 １ 号 被 保 険 者 又 は そ の 属 す る 世 帯 の 世 帯 主 及 び 全 て の 世 帯

員 の う ち に 令 和 ７ 年 度 及 び 令 和 ８ 年 度 の 各 年 度 分 の 地 方 税 法 の 規 定 に

よ る 市 町 村 民 税 が 課 さ れ て い な い 者 で 、 令 附 則 第 ２ ５ 条 の 規 定 に よ り

令 和 ８ 年 度 分 の 同 法 の 規 定 に よ る 市 町 村 民 税 が 課 さ れ て い る も の と み

な さ れ た も の （ 以 下 「 み な し 課 税 者 」 と い う 。） が い る 場 合 で あ っ て 、

そ の み な さ れ た こ と に よ り 当 該 第 １ 号 被 保 険 者 の 令 和 ８ 年 度 分 の 保 険

料 に 係 る 保 険 料 段 階 （ 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 区 分 を い う 。 以 下 同

じ 。）が 、当 該 み な し 課 税 者 に 令 附 則 第 ２ ５ 条 の 規 定 の 適 用 が な い も の

と し た 場 合 に 決 定 さ れ る べ き 当 該 第 １ 号 被 保 険 者 の 令 和 ８ 年 度 分 の 保

険 料 に 係 る 保 険 料 段 階 （ 次 項 に お い て 「 令 附 則 第 ２ ５ 条 非 適 用 保 険 料

段 階 」と い う 。）よ り も 保 険 料 率 の 高 い 保 険 料 段 階 に 決 定 さ れ た と き は 、

当 該 第 １ 号 被 保 険 者 の 令 和 ８ 年 度 分 の 保 険 料 を 減 免 す る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 減 免 後 の 令 和 ８ 年 度 分 の 保 険 料 の 額 は 、 令 附 則 第

２ ５ 条 非 適 用 保 険 料 段 階 の 保 険 料 率 に よ り 算 定 し た 保 険 料 の 額 と す

る 。

３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 保 険 料 の 減 免 に つ い て は 、 保 険 料 の 納 付 義 務 者

の 申 請 を 要 し な い 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。



議 第 ４ １ 号

富 士 宮 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 制 定 に つ い て

富 士 宮 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 を 別 紙 の と お り 制 定 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



富 士 宮 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例

富 士 宮 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 （ 昭 和 ４ １ 年 富 士 宮 市 条 例 第

１ ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 １ ８ 条 中 「 ３ １ 万 ５ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ３ 万 円 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 等 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 富 士 宮 市 消 防 団 員 等 公

務 災 害 補 償 条 例（ 以 下「 新 条 例 」と い う 。）第 １ ８ 条 の 規 定 は 、令 和 ８

年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 新 条 例 第 １ ８ 条 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 適 用 の 日 （ 以 下 「 適 用 日 」 と

い う 。 ） 以 後 に 支 給 す べ き 事 由 が 生 じ た 葬 祭 補 償 に つ い て 適 用 し 、 適

用 日 前 に 支 給 す べ き 事 由 が 生 じ た 葬 祭 補 償 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例

に よ る 。

３ 適 用 日 以 後 に 支 給 す べ き 事 由 が 生 じ た 葬 祭 補 償 で あ っ て 、 改 正 前 の

富 士 宮 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。） 第

１ ８ 条 の 規 定 に よ る 金 額 に よ り 支 給 さ れ た も の 又 は 旧 条 例 附 則 第 ６ 条

の 規 定 に よ る 金 額 に よ り 支 給 さ れ た も の （ そ の 額 が ６ ６ 万 円 未 満 で あ

る も の に 限 る 。 ） の 支 払 は 、 新 条 例 第 １ ８ 条 の 規 定 に よ る 金 額 に よ り

支 給 さ れ る べ き 葬 祭 補 償 の 内 払 と み な す 。



議 第 ４ ２ 号

富 士 市 と 富 士 宮 市 と の 間 の 住 民 票 の 写 し 等 の

交 付 に 係 る 事 務 の 相 互 委 託 の 廃 止 に つ い て

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ５ ２ 条 の

１ ４ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 を も っ て

富 士 市 と 富 士 宮 市 と の 間 の 住 民 票 の 写 し 等 の 交 付 に 係 る 事

務 の 相 互 委 託 を 廃 止 す る に 当 た り 、 富 士 市 と 協 議 す る こ と

に つ い て 、 同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ２ ５ ２ 条 の

２ の ２ 第 ３ 項 本 文 の 規 定 に よ り 、 市 議 会 の 議 決 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠



議 第 ４ ３ 号

富 士 宮 市 民 テ ニ ス コ ー ト 人 工 芝 等 更 新 工 事

（ 土 木 工 事 ） 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て

富 士 宮 市 民 テ ニ ス コ ー ト 人 工 芝 等 更 新 工 事 （ 土 木 工 事 ）

請 負 契 約 を 下 記 の と お り 締 結 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

１ 契 約 の 目 的

富 士 宮 市 民 テ ニ ス コ ー ト 人 工 芝 等 更 新 工 事 （ 土 木 工

事 ）

２ 契 約 の 方 法

制 限 付 き 一 般 競 争 入 札

３ 契 約 の 金 額

２ ０ ３ ， ５ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円

４ 契 約 の 相 手 方

富 士 宮 市 田 中 町 １ １ ５ ０ 番 地

株 式 会 社 三 与 建 設

代 表 取 締 役 三 尾 祐 一



議 第 ４ ４ 号

富 士 宮 市 立 富 士 見 小 学 校 普 通 教 室 棟 及 び 管 理

棟 長 寿 命 化 工 事 （ 建 築 工 事 ） 請 負 契 約 の 締 結

に つ い て

富 士 宮 市 立 富 士 見 小 学 校 普 通 教 室 棟 及 び 管 理 棟 長 寿 命 化

工 事 （ 建 築 工 事 ） 請 負 契 約 を 下 記 の と お り 締 結 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

１ 契 約 の 目 的

富 士 宮 市 立 富 士 見 小 学 校 普 通 教 室 棟 及 び 管 理 棟 長 寿

命 化 工 事 （ 建 築 工 事 ）

２ 契 約 の 方 法

制 限 付 き 一 般 競 争 入 札

３ 契 約 の 金 額

１ ６ ９ ， １ ８ ０ ， ０ ０ ０ 円

４ 契 約 の 相 手 方

富 士 宮 市 大 中 里 １ ３ ９ ９ 番 地 １ ４

明 徳 建 設 株 式 会 社

代 表 取 締 役 河 西 幸 一



議 第 ４ ５ 号

富 士 宮 市 中 央 消 防 署 芝 川 分 署 建 設 工 事 （ 造 成

工 事 ） 請 負 契 約 の 締 結 に つ い て

富 士 宮 市 中 央 消 防 署 芝 川 分 署 建 設 工 事 （ 造 成 工 事 ） 請 負

契 約 を 下 記 の と お り 締 結 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

１ 契 約 の 目 的

富 士 宮 市 中 央 消 防 署 芝 川 分 署 建 設 工 事 （ 造 成 工 事 ）

２ 契 約 の 方 法

制 限 付 き 一 般 競 争 入 札

３ 契 約 の 金 額

１ ５ ５ ， ６ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円

４ 契 約 の 相 手 方

富 士 宮 市 北 町 １ ５ 番 １ 号

株 式 会 社 旭 建 設

代 表 取 締 役 石 川 真 司



議 第 ４ ６ 号

財 産 の 取 得 に つ い て

下 記 の と お り 財 産 を 取 得 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

１ 取 得 す る 財 産 の 名 称 及 び 数 量

高 規 格 救 急 自 動 車 １ 台

２ 取 得 の 目 的

中 央 消 防 署 東 分 署 配 備 用

３ 契 約 の 方 法

公 募 型 指 名 競 争 入 札

４ 契 約 の 金 額

３ １ ， ３ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円

５ 契 約 の 相 手 方

富 士 宮 市 源 道 寺 町 １ ０ ９ ８ 番 地

峰 自 動 車 工 業 株 式 会 社

代 表 取 締 役 木 ノ 内 伸 明



議 第 ４ ７ 号

財 産 の 取 得 に つ い て

下 記 の と お り 財 産 を 取 得 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

１ 取 得 す る 財 産 の 名 称 及 び 数 量

消 防 ポ ン プ 自 動 車 ２ 台

２ 取 得 の 目 的

富 士 宮 市 消 防 団 第 １ ５ 分 団 及 び 第 １ ６ 分 団 配 備 用

３ 契 約 の 方 法

公 募 型 指 名 競 争 入 札

４ 契 約 の 金 額

７ ４ ， ２ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円

５ 契 約 の 相 手 方

静 岡 県 駿 東 郡 長 泉 町 中 土 狩 ８ ２ １ 番 地 の ６

小 川 ポ ン プ 工 業 株 式 会 社 三 島 事 業 所

所 長 土 田 俊 三



議 第 ４ ８ 号

財 産 の 取 得 に つ い て

下 記 の と お り 財 産 を 取 得 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

１ 取 得 す る 財 産 の 名 称 及 び 数 量

消 防 ポ ン プ 自 動 車 １ 台

２ 取 得 の 目 的

富 士 宮 市 消 防 団 第 ２ ０ 分 団 配 備 用

３ 契 約 の 方 法

公 募 型 指 名 競 争 入 札

４ 契 約 の 金 額

３ ６ ， ５ ０ ９ ， ５ ８ ０ 円

５ 契 約 の 相 手 方

東 京 都 台 東 区 浅 草 橋 ５ 丁 目 ４ 番 ２ 号

ジ ー エ ム い ち は ら 工 業 株 式 会 社 東 京 営 業 所

所 長 真 舘 知 誉



議 第 ４ ９ 号

市 道 路 線 の 廃 止 に つ い て

道 路 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ８ ０ 号 ） 第 １ ０ 条 第 １ 項 の

規 定 に よ り 、 下 記 の 市 道 路 線 を 廃 止 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

整 理

番 号
路 線 名

起 点 重 要 な

経 過 地終 点

１ 小 泉 １ ８ ５ 号 線

小 泉 字 神 祖

１ ３ ４ ４ 番 １

小 泉 字 神 祖

１ ３ ４ ２ 番 ３





議 第 ５ ０ 号

市 道 路 線 の 認 定 に つ い て

道 路 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ８ ０ 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 下 記 の 路 線 を 市 道 に 認 定 す る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

整 理

番 号
路 線 名

起 点 重 要 な

経 過 地終 点

１ 小 泉 １ ８ ５ 号 線

小 泉 字 神 祖

１ ３ ４ ４ 番 １

小 泉 字 神 祖

１ ３ ４ １ 番 ２





諮 第 １ 号

人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に 関 し 意 見 を 求 め

る こ と に つ い て

下 記 の 者 を 人 権 擁 護 委 員 候 補 者 に 推 薦 し た い の で 、 人 権

擁 護 委 員 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ３ ９ 号 ） 第 ６ 条 第 ３ 項 の

規 定 に よ り 、 市 議 会 の 意 見 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

長 田 ひ と み



諮 第 ２ 号

人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に 関 し 意 見 を 求 め

る こ と に つ い て

下 記 の 者 を 人 権 擁 護 委 員 候 補 者 に 推 薦 し た い の で 、 人 権

擁 護 委 員 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ３ ９ 号 ） 第 ６ 条 第 ３ 項 の

規 定 に よ り 、 市 議 会 の 意 見 を 求 め る 。

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 提 出

富 士 宮 市 長 須 藤 秀 忠

記

犬 浦 教 雄




